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青色申告会

青色申告会の元気企業

お客様を持てなす癒しの拠点
― むくげ（MUKUGE） ―

　
中
国
青
色
申
告
会
連
合
会

女
性
部
総
会
が
６
月
７
日
、

ホ
テ
ル
一
畑
（
松
江
市
）
で

開
催
さ
れ
、
境
港
青
色
申
告

会
女
性
部
は
、
会
員
と
事
務

局
の
４
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
総
会
で
は
、
収
集
し
た
使

用
済
み
切
手
の
売
上
金
が
数

百
万
円
に
も
な
っ
た
こ
と
や
、

一
円
募
金
が
20
万
円
以
上
集

ま
り
、
役
員
会
で
送
付
先
を

決
め
て
寄
付
し
た
こ
と
な
ど

が
報
告
さ
れ
、
今
年
も
事
業

計
画
と
し
て
承
認
さ
れ
ま
し

●

●
さ
か
い
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

N

夕日ヶ丘
保育園

●
夕日ヶ丘
保育園

●
竜ヶ山公園

むくげ（MUKUGE）

●

ゲストハウスの前で微笑む澁山仁淑さん（左）とご主人

た
。

　
一
方
、
境
港
青
色
申
告
会

女
性
部
の
総
会
は
、
６
月
21

日
に
境
港
商
工
会
議
所
で
開

催
し
、
厚
生
部
が
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
、
文
化
部
が
講
演

会
・
講
習
会
な
ど
を
行
う
こ

と
を
決
め
ま
し
た
。

　
会
員
の
皆
様
か
ら
の
ご
意

見
を
い
た
だ
き
企
画
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の

で
、
ご
一
報
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

　
当
女
性
部
が
会
員
交
流
の

場
と
な
り
、
発
展
し
て
い
く

こ
と
を
願
う
と
と
も
に
、
皆

さ
ん
に
再
会
で
き
る
日
を
楽

し
み
に
し
て
い
ま
す
。
　
E

【事業所のあらまし】
事業所名	 むくげ（MUKUGE）
代 表 者	 澁山（趙）仁淑（シブヤマ・インスク）
所 在 地	 境港市夕日ヶ丘1−74
事業内容	 料理店、ゲストハウス
営業時間	 要相談
定 休 日	 不定休
Ｔ Ｅ Ｌ	 0859−45−6178
　 　 　	 080−5192−1477

税務・会計
一口メモ

…10
－自家消費－

高齢者に関する諸問題②

― 高齢者の相続と扶養 ―

　高齢者の財産の承継には相続、遺言、生前贈与、死因

贈与、負担付贈与などがあります。

　高齢者が一人で生活することが困難になると、家族の

扶養や介護が必要になりますが、扶養・介護者には、経

済的・身体的・精神的負担がかかります。そのために勤

務先を代えたり、辞めるなど、介護者の生活が犠牲にな

ることもあります。

　高齢者に財産があれば、被介護者や介護者、および家

族の生活の維持がはかられます。民法では、これを３親

等間の扶養義務として規定しています。

　ただし、成年後見制度により後見人が選任されると、

原則として被後見人の財産は被後見人のために費やされ

る財産管理が行われます。

　高齢者の扶養や介護は、親が子供に行う扶養と異なり、

双方の日常的な自己主張がぶつかり、互いの不信感に発

展し、些細な理由から破綻が生じたりします。

　そうすると、将来の扶養や介護を目的や条件とした遺

言や負担付贈与の解除、または取り消しが問題となります。

　高齢者の世話は、一般的な生活ができることに留まら

ず、住居、介護、医療、食事、娯楽、近隣との交際など、

高齢者の充実した生活の確保が必要です。

　これらは、国、県、市町村などの福祉サービスの問題

と密接に関係しています。独居で財産の無い高齢者の介

護、扶養などの場合は、特に関係のある行政機関に積極

的な関わりを期待したいところです。　　　　　　　S

　
癒
し
の
隠
家
発
見
！
　
夕

日
ヶ
丘
に
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス

「
む
く
げ
」
が
誕
生
し
ま
し

た
。
代
表
の
澁
山
仁
淑
（
趙

仁
淑
）
さ
ん
は
韓
国
出
身
で

す
が
、
結
婚
後
、
夫
の
生
ま

れ
故
郷
で
あ
る
境
港
に
居
を

構
え
ま
し
た
。
現
在
、
米
子

鬼
太
郎
空
港
を
中
心
に
韓
国

語
の
通
訳
・
観
光
ガ
イ
ド
と

し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
観
光
客
の
目
的
は
一
般
的

な
観
光
は
も
ち
ろ
ん
、
登
山
、

サ
イ
ク
リ
ン
グ
、
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
と
様
々
で
す
が
、
縁
あ

っ
て
境
港
に
来
ら
れ
た
の
だ

か
ら
、
も
っ
と
も
っ
と
境
港

を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、
楽

し
ん
で
も
ら
い
た
い
。
加
え

て
日
本
的
な
文
化
で
あ
る
お

茶
、
着
物
、
日
本
料
理
な
ど

を
体
験
で
き
な
い
だ
ろ
う
か

と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　
こ
の
思
い
が
「
む
く
げ
」

オ
ー
プ
ン
の
原
動
力
と
な
り

ま
し
た
。
工
務
店
に
散
々
無

理
を
言
っ
て
完
成
し
た
純
日

本
建
築
。
特
に
庭
の
植
栽
は

５
年
後
、
10
年
後
の
木
の
成

長
し
た
姿
が
考
慮
さ
れ
て
お

り
、
年
々
異
な
っ
た
趣
を
楽

し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
現
在
お
客
さ
ん
は
１
日
１

組
の
み
の
完
全
予
約
制
と
し
、

仁
淑
さ
ん
得
意
の
韓
国
料
理

で
20
人
位
の
団
体
ま
で
お
も

て
な
し
し
て
い
ま
す
。

　
伝
統
的
な
韓
国
料
理
の
セ

ッ
ト
（
キ
ム
チ
鍋+

チ
ヂ
ミ

+

チ
ャ
プ
チ
ェ
な
ど
）
は
格

安
で
、
是
非
お
す
す
め
で
す
。

し
っ
と
り
落
ち
着
い
た
和
室

で
料
理
を
楽
し
み
、
ゆ
っ
た

り
と
し
た
一
時
を
過
ご
す
。

正
に
極
楽
極
楽
。

　
オ
ー
プ
ン
し
て
間
も
な
い

む
く
げ
で
す
が
、
将
来
に
向

け
て
の
準
備
に
怠
り
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ク
ル
ー
ズ
客
船
寄

港
の
大
幅
増
、
米
子
鬼
太
郎

空
港
の
香
港
便
就
航
予
定
と
、

観
光
客
の
増
加
が
見
込
ま
れ

て
い
る
昨
今
、
こ
こ
は
仁
淑

さ
ん
の
夫
・
哲
三
郎
さ
ん
の

出
番
で
す
。

　
日
本
料
理
を
特
訓
中
、
船

舶
操
縦
免
許
（
１
級
）
及
び

自
動
車
運
転
免
許
（
２
種
）

の
取
得
と
、
お
客
さ
ん
の
要

望
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
、
ま

た
美
人
の
奥
さ
ん
の
後
ろ
盾

と
な
れ
る
よ
う
頑
張
っ
て
い

ま
す
。

　「
都
会
よ
り
田
舎
の
生
活

を
楽
し
ん
で
も
ら
う
。
ホ
テ

ル
で
は
な
く
旅
館
の
風
情
を

味
わ
っ
て
も
ら
う
。
人
と
人

と
の
関
係
を
大
切
に
し
、
ま

た
来
て
も
ら
う
。
そ
う
い
う

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
で
き
れ
ば

最
高
！
　
う
っ
か
り
言
い
忘

れ
ま
し
た
が
、
む
く
げ
の
利

用
は
観
光
客
に
限
り
ま
せ
ん
。

地
元
近
隣
の
皆
さ
ん
も
大
歓

迎
で
す
」
と
仁
淑
さ
ん
。

　
む
く
げ
は
、
癒
し
の
拠
点

と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

ま
す
。
新
年
会
、
同
窓
会
、

誕
生
会
等
々
で
の
ご
利
用
は

い
か
が
で
す
か
。

　
最
後
に
蛇
足
。「
プ
ロ
ポ

ー
ズ
は
私
か
ら
で
し
た
」
と

の
仁
淑
さ
ん
の
告
白
で
し
た

が
、
詳
細
は
ご
当
人
に
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T

　
個
人
事
業
の
事
業
主
が
棚

卸
資
産
を
自
家
用
と
し
て
使

用
し
た
場
合
、
例
え
ば
食
料

品
店
の
事
業
主
が
商
品
を
自

宅
で
食
べ
た
り
、
酒
屋
さ
ん

が
店
の
お
酒
を
自
分
で
飲
ん

だ
時
な
ど
は
、
税
務
上
ど
の

よ
う
な
取
り
扱
い
に
な
る
で

し
ょ
う
か
。

　
事
業
用
資
産
を
自
家
用
に

使
用
し
た
場
合
、
税
務
上
の

取
り
扱
い
は
、
次
の
通
り
で

す
。
な
お
、
商
品
を
自
家
使

用
し
た
場
合
は
、
所
得
税
だ

け
で
な
く
、
消
費
税
の
対
象

に
も
な
り
ま
す
。

〈
所
得
税
の
取
り
扱
い
〉

　
原
則
と
し
て
、
そ
の
商
品

の
通
常
販
売
価
格
で
「
収
入

計
上
」
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
例
外
も
あ
り

ま
す
。
棚
卸
資
産
に
つ
い
て

は
、
仕
入
れ
価
格
ま
た
は
通

常
の
販
売
価
格
の
70
％
の
い

ず
れ
か
高
い
方
を
「
収
入
」

と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〈
消
費
税
の
取
り
扱
い
〉　

　
棚
卸
資
産
以
外
は
、
譲
渡

時
の
価
格
（
時
価
）
が
「
資

産
の
譲
渡
」
と
み
な
さ
れ
、

課
税
売
上
と
な
り
ま
す
。
一

方
、
棚
卸
資
産
は
、
仕
入
れ

金
額
、
ま
た
は
通
常
販
売
価

格
の
50
％
の
い
ず
れ
か
高
い

方
が
「
資
産
の
譲
渡
」
と
み

な
さ
れ
、
課
税
売
上
と
な
り

ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
M

女
性
部
だ
よ
り

各
企
画
に
ご
意
見
を

　高齢者に関する諸問題を考察するこのシリーズ。2回

目は高齢者の相続と扶養の問題を報告します。

kato
タイプライターテキスト

kato
タイプライターテキスト
青色ひろば１１月号




